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(57)【要約】
【課題】運転者に適した閾値を用いて自転車用コンポー
ネントを制御できる自転車の制御システムを提供する。
【解決手段】自転車の制御システムは、自転車の走行状
態に関するパラメータおよび閾値に基づいて自転車用コ
ンポーネントを制御する制御部を備える自転車の制御シ
ステムであって、前記制御部は、操作部が操作されたと
き、前記閾値を変更し、前記操作部が操作されたときの
前記閾値の変化量は、前記操作部の操作状態に基づいて
決定される。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自転車の走行状態に関するパラメータおよび閾値に基づいて自転車用コンポーネントを
制御する制御部を備える自転車の制御システムであって、
　前記制御部は、操作部が操作されたとき、前記閾値を変更し、
　前記操作部が操作されたときの前記閾値の変化量は、前記操作部の操作状態に基づいて
決定される、自転車の制御システム。
【請求項２】
　前記操作部は、第１の操作部および第２の操作部を含み、
　前記制御部は、前記第１の操作部が操作されたとき前記閾値を小さくし、前記第２の操
作部が操作されたとき前記閾値を大きくする、請求項１に記載の自転車の制御システム。
【請求項３】
　前記制御部は、前記第１の操作部および前記第２の操作部の一方が操作されてから、前
記第１の操作部および前記第２の操作部の他方が操作されるまで、前記第１の操作部およ
び前記第２の操作部の一方が操作された回数をカウントアップする、請求項２に記載の自
転車の制御システム。
【請求項４】
　前記制御部は、前記第１の操作部および前記第２の操作部の一方が入力された後に前記
第１の操作部および前記第２の操作部の他方が操作されたとき、前記第１の操作部および
前記第２の操作部の一方が操作された回数を初期化する、請求項３に記載の自転車の制御
システム。
【請求項５】
　前記閾値の変化量は、前記操作部の操作回数、前記操作部の操作時間、および、前記操
作部の操作量の少なくとも１つに基づいて決定される、請求項１～４のいずれか一項に記
載の自転車の制御システム。
【請求項６】
　前記閾値の変化量は、前記操作部の操作回数に基づいて決定され、
　前記制御部は、連続して前記第１の操作部が操作されたとき、前記第１の操作部が入力
された回数が多くなるほど、前記閾値の変化量の絶対値を大きくし、連続して前記第２の
操作部が操作されたとき、前記第２の操作部が操作された回数が多くなるほど、前記閾値
の変化量の絶対値を大きくする、請求項２を引用する請求項５に記載の自転車の制御シス
テム。
【請求項７】
　前記閾値は、第１の値および前記第１の値よりも小さい第２の値を含み、
　前記制御部は、前記第１の操作部が操作されたとき、前記第１の値および前記第２の値
の少なくとも一方を小さくし、前記第２の操作部が操作されたとき、前記第１の値および
前記第２の値の少なくとも一方を大きくする、請求項２、または、請求項２を直接的また
は間接的に引用する請求項３～６のいずれか一項に記載の自転車の制御システム。
【請求項８】
　前記制御部は、前記第１の操作部が操作されたとき、前記第１の値の変化量および前記
第２の値の変化量が等しくなるように前記第１の値および前記第２の値を変更し、
　前記第２の操作部が操作されたとき、前記第１の値の変化量および前記第２の値の変化
量が等しくなるように前記第１の値および前記第２の値を変更する、請求項７に記載の自
転車の制御システム。
【請求項９】
　前記自転車用コンポーネントは、前記自転車の変速比を変更する電動変速機である、請
求項１～８のいずれか一項に記載の自転車の制御システム。
【請求項１０】
　前記自転車の走行状態に関するパラメータは、前記自転車の車速であり、
　前記制御部は、前記自転車の車速が前記第１の値以上のとき前記自転車の変速比が大き
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くなるように前記電動変速機を制御し、前記自転車の車速が前記第２の値以下のとき前記
自転車の変速比が小さくなるように前記電動変速機を制御する、請求項７を直接的または
間接的に引用する請求項９に記載の自転車の制御システム。
【請求項１１】
　前記自転車の走行状態に関するパラメータは、前記自転車のクランクの回転数であり、
　前記制御部は、前記自転車のクランクの回転数が前記第１の値以上のとき前記自転車の
変速比が大きくなるように前記電動変速機を制御し、前記自転車のクランクの回転数が前
記第２の値以下のとき前記自転車の変速比が小さくなるように前記電動変速機を制御する
、請求項７を直接的または間接的に引用する請求項９に記載の自転車の制御システム。
【請求項１２】
　前記制御部は、前記第１の操作部が操作されたとき、前記自転車の変速比が大きくなる
ように前記電動変速機を制御し、
　前記第２の操作部が操作されたとき、前記自転車の変速比が小さくなるように前記電動
変速機を制御する、請求項１０または１１に記載の自転車の制御システム。
【請求項１３】
　前記制御部は、前記電動変速機を動作させて前記変速比を変更してから所定の期間が経
過するまで、前記電動変速機を動作させない、請求項９～１２のいずれか一項に記載の自
転車の制御システム。
【請求項１４】
　前記自転車には、前記自転車に入力される人力駆動力をアシストするアシストモータが
さらに設けられ、
　前記制御部は、前記人力駆動力に対する前記アシストモータのトルクの大きさが異なる
複数の制御モードを備え、前記制御モードを変更するとき、前記制御モードに応じて前記
第１の値および前記第２の値を補正する、請求項７を直接的または間接的に引用する請求
項９～１３のいずれか一項に記載の自転車の制御システム。
【請求項１５】
　前記第１の値および前記第２の値は、前記人力駆動力に対する前記アシストモータのト
ルクが大きい前記制御モードほど小さくなるように補正される、請求項１４に記載の自転
車の制御システム。
【請求項１６】
　前記自転車用コンポーネントは、前記自転車に入力される人力駆動力をアシストするア
シストモータである、請求項１～８のいずれか一項に記載の自転車の制御システム。
【請求項１７】
　前記自転車の走行状態に関するパラメータは、前記自転車の走行負荷であり、
　前記制御部は、前記自転車の走行負荷が前記第１の値よりも大きいとき、前記アシスト
モータのトルクが大きくなるように前記アシストモータを制御し、前記制御部は、前記自
転車の走行負荷が前記第２の値よりも小さいとき、前記アシストモータのトルクが小さく
なるように前記アシストモータを制御する、請求項７を直接的または間接的に引用する請
求項１６に記載の自転車の制御システム。
【請求項１８】
　前記制御部は、前記自転車の走行負荷が前記第１の値から前記第２の値までの範囲内に
あるときに前記第１の操作部が操作されたとき、前記アシストモータのトルクが小さくな
るように前記アシストモータを制御し、前記自転車の走行負荷が前記第１の値から前記第
２の値までの範囲内にあるときに前記第２の操作部が操作されたとき、前記アシストモー
タのトルクが大きくなるように前記アシストモータを制御する、請求項１７に記載の自転
車の制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自転車の制御システムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来より、自転車の走行状態に関するパラメータを用いて自転車の自転車用コンポーネ
ントを制御する制御部を備える自転車の制御システムが知られている。例えば、特許文献
１の自転車の制御システムは、クランクの回転数と閾値とを比較して、クランクの回転数
が所定の範囲内に維持されるように自転車用コンポーネントである電動変速機を制御する
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表平１０－５１１６２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、運転者によって好ましいクランクの回転数は異なる。しかし、上記自転車の
制御システムでは閾値が一定であり、クランクの回転数が常に一定の所定の範囲に維持さ
れるため、ユーザビリティに改善の余地がある。なお、電動変速機に限らず、自転車の走
行状態に関するパラメータと予め設定された閾値に基づいて動作する自転車用コンポーネ
ントにおいても同様の問題が生じ得る。
【０００５】
　本発明の目的は、運転者に適した閾値を用いて自転車用コンポーネントを制御できる自
転車の制御システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　〔１〕本発明の一形態に従う自転車の制御システムは、自転車の走行状態に関するパラ
メータおよび閾値に基づいて自転車用コンポーネントを制御する制御部を備える自転車の
制御システムであって、前記制御部は、操作部が操作されたとき、前記閾値を変更し、前
記操作部が操作されたときの前記閾値の変化量は、前記操作部の操作状態に基づいて決定
される。
【０００７】
　〔２〕前記自転車の制御システムの一形態によれば、前記操作部は、第１の操作部およ
び第２の操作部を含み、前記制御部は、前記第１の操作部が操作されたとき前記閾値を小
さくし、前記第２の操作部が操作されたとき前記閾値を大きくする。
【０００８】
　〔３〕前記自転車の制御システムの一形態によれば、前記制御部は、前記第１の操作部
および前記第２の操作部の一方が操作されてから、前記第１の操作部および前記第２の操
作部の他方が操作されるまで、前記第１の操作部および前記第２の操作部の一方が操作さ
れた回数をカウントアップする。
【０００９】
　〔４〕前記自転車の制御システムの一形態によれば、前記制御部は、前記第１の操作部
および前記第２の操作部の一方が入力された後に前記第１の操作部および前記第２の操作
部の他方が操作されたとき、前記第１の操作部および前記第２の操作部の一方が操作され
た回数を初期化する。
【００１０】
　〔５〕前記自転車の制御システムの一形態によれば、前記閾値の変化量は、前記操作部
の操作回数、前記操作部の操作時間、および、前記操作部の操作量の少なくとも１つに基
づいて決定される。
【００１１】
　〔６〕前記自転車の制御システムの一形態によれば、前記閾値の変化量は、前記操作部
の操作回数に基づいて決定され、前記制御部は、連続して前記第１の操作部が操作された
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とき、前記第１の操作部が入力された回数が多くなるほど、前記閾値の変化量の絶対値を
大きくし、連続して前記第２の操作部が操作されたとき、前記第２の操作部が操作された
回数が多くなるほど、前記閾値の変化量の絶対値を大きくする。
【００１２】
　〔７〕前記自転車の制御システムの一形態によれば、前記閾値は、第１の値および前記
第１の値よりも小さい第２の値を含み、前記制御部は、前記第１の操作部が操作されたと
き、前記第１の値および前記第２の値の少なくとも一方を小さくし、前記第２の操作部が
操作されたとき、前記第１の値および前記第２の値の少なくとも一方を大きくする。
【００１３】
　〔８〕前記自転車の制御システムの一形態によれば、前記制御部は、前記第１の操作部
が操作されたとき、前記第１の値の変化量および前記第２の値の変化量が等しくなるよう
に前記第１の値および前記第２の値を変更し、前記第２の操作部が操作されたとき、前記
第１の値の変化量および前記第２の値の変化量が等しくなるように前記第１の値および前
記第２の値を変更する。
【００１４】
　〔９〕前記自転車の制御システムの一形態によれば、前記自転車用コンポーネントは、
前記自転車の変速比を変更する電動変速機である。
　〔１０〕前記自転車の制御システムの一形態によれば、前記自転車の走行状態に関する
パラメータは、前記自転車の車速であり、前記制御部は、前記自転車の車速が前記第１の
値以上のとき前記自転車の変速比が大きくなるように前記電動変速機を制御し、前記自転
車の車速が前記第２の値以下のとき前記自転車の変速比が小さくなるように前記電動変速
機を制御する。
【００１５】
　〔１１〕前記自転車の制御システムの一形態によれば、前記自転車の走行状態に関する
パラメータは、前記自転車のクランクの回転数であり、前記制御部は、前記自転車のクラ
ンクの回転数が前記第１の値以上のとき前記自転車の変速比が大きくなるように前記電動
変速機を制御し、前記自転車のクランクの回転数が前記第２の値以下のとき前記自転車の
変速比が小さくなるように前記電動変速機を制御する。
【００１６】
　〔１２〕前記自転車の制御システムの一形態によれば、前記制御部は、前記第１の操作
部が操作されたとき、前記自転車の変速比が大きくなるように前記電動変速機を制御し、
前記第２の操作部が操作されたとき、前記自転車の変速比が小さくなるように前記電動変
速機を制御する。
【００１７】
　〔１３〕前記自転車の制御システムの一形態によれば、前記制御部は、前記電動変速機
を動作させて前記変速比を変更してから所定の期間が経過するまで、前記電動変速機を動
作させない。
【００１８】
　〔１４〕前記自転車の制御システムの一形態によれば、前記自転車には、前記自転車に
入力される人力駆動力をアシストするアシストモータがさらに設けられ、前記制御部は、
前記人力駆動力に対する前記アシストモータのトルクの大きさが異なる複数の制御モード
を備え、前記制御モードを変更するとき、前記制御モードに応じて前記第１の値および前
記第２の値を補正する。
【００１９】
　〔１５〕前記自転車の制御システムの一形態によれば、前記第１の値および前記第２の
値は、前記人力駆動力に対する前記アシストモータのトルクが大きい前記制御モードほど
小さくなるように補正される。
【００２０】
　〔１６〕前記自転車の制御システムの一形態によれば、前記自転車用コンポーネントは
、前記自転車に入力される人力駆動力をアシストするアシストモータである。
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　〔１７〕前記自転車の制御システムの一形態によれば、前記自転車の走行状態に関する
パラメータは、前記自転車の走行負荷であり、前記制御部は、前記自転車の走行負荷が前
記第１の値よりも大きいとき、前記アシストモータのトルクが大きくなるように前記アシ
ストモータを制御し、前記制御部は、前記自転車の走行負荷が前記第２の値よりも小さい
とき、前記アシストモータのトルクが小さくなるように前記アシストモータを制御する。
【００２１】
　〔１８〕前記自転車の制御システムの一形態によれば、前記制御部は、前記自転車の走
行負荷が前記第１の値から前記第２の値までの範囲内にあるときに前記第１の操作部が操
作されたとき、前記アシストモータのトルクが小さくなるように前記アシストモータを制
御し、前記自転車の走行負荷が前記第１の値から前記第２の値までの範囲内にあるときに
前記第２の操作部が操作されたとき、前記アシストモータのトルクが大きくなるように前
記アシストモータを制御する。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の自転車の制御システムは、運転者に適した閾値を用いて自転車用コンポーネン
トを制御できる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】第１実施形態の自転車の側面図。
【図２】図１の自転車に搭載される自転車の制御システムのブロック図。
【図３】図２の制御部により実行される変速処理のフローチャート。
【図４】図２の制御部により実行される閾値の変更処理のフローチャート。
【図５】図３の閾値の変更処理の実行態様の一例を示すタイミングチャート。
【図６】図２の制御部により実行される制御モードの切替処理のフローチャート。
【図７】第２実施形態の制御システムの記憶部に記憶される閾値と変速段の関係を示すグ
ラフ。
【図８】第２実施形態の閾値の変更処理の実行態様の一例を示すタイミングチャート。
【図９】第２実施形態の制御システムの制御部により実行される制御モードの変更処理の
フローチャート。
【図１０】第２実施形態の制御システムの制御部により実行される閾値の変更処理のフロ
ーチャート。
【図１１】第１の変形例の変速処理のフローチャート。
【図１２】第２の変形例の変速処理のフローチャート。
【図１３】第３の変形例の閾値の変更処理のフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　（第１実施形態）
　図１を参照して、自転車の制御システムを搭載する自転車の構成について説明する。
　自転車１０は、前輪１２、後輪１４、車体１６、駆動機構１８、アシスト機構２０、バ
ッテリユニット２２、電動変速機２４、トルクセンサ２６（図２参照）、変速操作部２８
、アシスト操作部３０、および、自転車の制御システム７０を備えている。電動変速機２
４は、自転車用コンポーネントである。
【００２５】
　車体１６は、フレーム３２、フレーム３２に着脱可能に接続されるハンドルバー３４、
および、フレーム３２に接続されるフロントフォーク１６Ａを備えている。フロントフォ
ーク１６Ａは、フレーム３２に支持されて、ハンドルバー３４と前輪１２の車軸１２Ａと
を接続する。
【００２６】
　駆動機構１８は、クランクアセンブリ３６、左右のペダル３８、ペダル軸４０、リアス
プロケット４２、および、チェーン４４を含む。



(7) JP 2017-13624 A 2017.1.19

10

20

30

40

50

　クランクアセンブリ３６は、フレーム３２に回転可能に支持されるクランク軸４６、左
右のクランクアーム４８、および、クランク軸４６と接続されるフロントスプロケット５
０を備えている。左右のクランクアーム４８は、クランク軸４６に取り付けられている。
左右のペダル３８は、ペダル軸４０まわりに回転可能にクランクアーム４８に取り付けら
れている。
【００２７】
　フロントスプロケット５０は、クランク軸４６に連結されている。フロントスプロケッ
ト５０は、クランク軸４６と同軸に設けられる。フロントスプロケット５０は、クランク
軸４６と相対回転しないように連結されてもよいし、クランク軸４６が前転するときには
、フロントスプロケット５０も前転するようにワンウェイクラッチ（図示略）を介して連
結されてもよい。
【００２８】
　リアスプロケット４２は、後輪１４の車軸１４Ａまわりに回転可能に、後輪１４に取り
付けられている。リアスプロケット４２は、ワンウェイクラッチ（図示略）を介して後輪
１４に連結される。チェーン４４は、フロントスプロケット５０とリアスプロケット４２
とに巻き掛けられている。ペダル３８に加えられる人力駆動力によりクランク軸４６が回
転するとき、フロントスプロケット５０、チェーン４４、および、リアスプロケット４２
によって、後輪１４が回転する。
【００２９】
　アシスト機構２０は、自転車１０に入力される人力駆動力をアシストするアシストモー
タ５２および駆動回路５４（図２参照）を備えている。
　アシスト機構２０は、アシストモータ５２の駆動により、フロントスプロケット５０を
回転させる人力駆動動力をアシストする。アシスト機構２０は、トルクセンサ２６（図２
参照）により検出される人力駆動力に応じてアシストモータ５２を駆動する。アシストモ
ータ５２は、電気モータである。アシストモータ５２の回転は、図示しない減速機を介し
てフロントスプロケット５０に伝達される。アシストモータ５２とフロントスプロケット
５０との間には、クランクアーム４８が前転したときに人力駆動力によってアシストモー
タ５２が回転することを防止するためにワンウェイクラッチ（図示略）が設けられてもよ
い。
【００３０】
　バッテリユニット２２は、バッテリ５６、および、バッテリ５６をフレーム３２に着脱
可能に取り付けるためのバッテリホルダ５６Ａを備えている。バッテリ５６は、１または
複数のバッテリセルを含む。バッテリ５６は、充電池によって構成される。バッテリ５６
は、アシストモータ５２に電気的に接続されて、アシストモータ５２に電力を供給する。
【００３１】
　電動変速機２４は、リアスプロケット４２に入力された回転を変速して後輪１４に伝達
する。電動変速機２４は、自転車１０の変速比γを変更する。電動変速機２４は、後輪１
４の車軸１４Ａのハブと一体化された内装変速機である。電動変速機２４は、アクチュエ
ータ５８（図２参照）および内部に遊星歯車機構を備えている。電動変速機２４は、アク
チュエータ５８（図２参照）が駆動されて電動変速機２４の内部の遊星歯車機構を構成す
る歯車の連結状態が変更されることにより、自転車１０の変速比γを段階的に変更する。
【００３２】
　変速操作部２８は、ハンドルバー３４に取り付けられている。図２に示すように、変速
操作部２８は、第１の変速操作部２８Ａおよび第２の変速操作部２８Ｂを含む。変速操作
部２８は、操作部である。第１の変速操作部２８Ａは、第１の操作部である。第２の変速
操作部２８Ｂは、第２の操作部である。変速操作部２８は、制御システム７０の制御部７
２とケーブルにより電気的に接続されている。運転者により第１の変速操作部２８Ａが操
作されるとき、変速操作部２８はシフトアップ信号を制御部７２に送信する。なお、シフ
トアップは変速比γが大きくなる方向への変速である。運転者により第２の変速操作部２
８Ｂが操作されるとき、変速操作部２８はシフトダウン信号を制御部７２に送信する。シ
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フトダウンは変速比γが小さくなる方向への変速である。なお、変速操作部２８と制御部
７２とを無線通信により通信可能に接続することもできる。
【００３３】
　図１に示すように、アシスト操作部３０は、ハンドルバー３４に取り付けられている。
図２に示すように、アシスト操作部３０は、第１のアシスト操作部３０Ａおよび第２のア
シスト操作部３０Ｂを含む。アシスト操作部３０は、制御システム７０の制御部７２（図
２参照）とケーブルにより電気的に接続されている。運転者によりアシスト操作部３０が
操作されるとき、アシスト操作部３０はアシストアップ信号またはアシストダウン信号を
制御部７２（図２参照）に送信する。なお、アシスト操作部３０と制御部７２（図２参照
）とを無線通信により通信可能に接続することもできる。
【００３４】
　図１に示す車速検出装置６０は、前輪１２の回転を検出する。車速検出装置６０は、前
輪１２のスポーク１２Ｂに取り付けられる磁石６２、および、フロントフォーク１６Ａに
取り付けられる車速センサ６４を備えている。車速検出装置６０は、ボルトおよびナット
、またはバンドなどによって車体１６に固定される。なお、車速検出装置６０は後輪１４
の回転を検出するようにしてもよい。この場合、車速センサ６４は、フレーム３２のチェ
ーンステイまたはアシスト機構２０のハウジングに固定される。
【００３５】
　車速センサ６４は、ケーブルにより制御部７２（図２参照）と電気的に接続されている
。車速センサ６４は、磁石６２との相対位置の変化に応じた値を出力する素子（図示略）
を備えている。素子は、たとえばリードスイッチを構成する磁性体リード、または、ホー
ル素子などである。車速センサ６４は、素子（図示略）の出力を制御部７２に出力する。
すなわち、車速センサ６４は、自転車１０の車速Ｖを反映した信号を出力する。制御部７
２は、予め記憶されている前輪１２の周長に基づいて演算される単位時間あたりの走行距
離（以下、「車速Ｖ」）を演算する。
【００３６】
　図３に示すように、制御システム７０は、各種演算を行う制御部７２を含む。制御シス
テム７０は、好ましくはおよび記憶部７４を備えている。制御部７２は、アシスト機構２
０（図１参照）のハウジングに設けられる。制御部７２は、車速センサ６４の出力に基づ
いてクランク軸４６の単位時間当たりの回転数（以下、「クランク回転数Ｎ」）を演算す
る。クランク回転数Ｎは、自転車１０の走行状態を表すパラメータである。
【００３７】
　制御部７２は、自転車１０のクランク回転数Ｎおよび閾値に基づいて電動変速機２４を
制御する。閾値は、第１の値ＮＸおよび第１の値ＮＸよりも小さい第２の値ＮＹを含む。
第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹは記憶部７４に記憶される。制御部７２は、クランク回
転数Ｎと第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹとの比較結果に基づいて変速比γを大きくする
シフトアップ制御、または、変速比γを小さくするシフトダウン制御を実行する。
【００３８】
　図３を参照して制御部７２により実行される変速処理について説明する。なお、本処理
は制御部７２に電力が供給されている間において、所定周期ごとに繰り返し実行される。
なお、制御部７２は、マニュアル変速モードおよびオート変速モードを切り替え可能にし
てもよい。オート変速モードが設定されているとき、制御部７２は自動で電動変速機２４
を制御可能である。マニュアル変速モードが設定されているとき、制御部７２は操作部２
８からの操作信号のみに基づいて電動変速機２４を制御する。すなわち、マニュアル変速
モードにおいて制御部７２は、運転者の操作に基づいてのみ電動変速機２４を制御する。
本処理は、制御部７２がオート変速モードのときにのみ実行されてもよい。この場合、ア
シスト操作部３０の第１のアシスト操作部３０Ａ、第２のアシスト操作部３０Ｂまたはモ
ード変更スイッチを操作することによって、オート変速モードを設定することができる。
【００３９】
　制御部７２は、ステップＳ１１において、電動変速機２４を動作させて変速比γを変更
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してから所定の期間ＴＸが経過したか否かを判定する。制御部７２は、所定の期間ＴＸが
経過しているとき、ステップＳ１２に進む。制御部７２は、所定の期間ＴＸが経過してい
ないとき、本処理を終了する。すなわち、制御部７２は、電動変速機２４を動作させて変
速比γを変更してから所定の期間ＴＸが経過するまで、電動変速機２４を動作させない。
【００４０】
　制御部７２は、ステップＳ１２において、クランク回転数Ｎが第１の値ＮＸ以上か否か
を判定する。制御部７２は、クランク回転数Ｎが第１の値ＮＸ以上のとき、ステップＳ１
３に移る。制御部７２は、ステップＳ１３において、シフトアップが可能か否かを判定し
、シフトアップが可能であると判定すると、ステップＳ１４において変速比γが大きくな
るように電動変速機２４を制御するシフトアップ制御を実行し、本処理を終了する。制御
部７２は、現在の変速比が、電動変速機２４が実現できる最大の変速比γではないときに
、シフトアップ可能であると判定する。ステップＳ１３において、制御部７２はシフトア
ップが可能ではないと判定すると、本処理を終了する。
【００４１】
　制御部７２は、クランク回転数Ｎが第１の値ＮＸ未満のとき、ステップＳ１５において
クランク回転数Ｎが第２の値ＮＹ以下か否かを判定する。制御部７２は、クランク回転数
Ｎが第２の値ＮＹ以下のとき、ステップＳ１６に移る。制御部７２は、ステップＳ１６に
おいて、シフダウンが可能か否かを判定し、シフトダウンが可能であると判定すると、ス
テップＳ１７において変速比γが小さくなるように電動変速機２４を制御するシフトダウ
ン制御を実行し、本処理を終了する。制御部７２は、現在の変速比γが電動変速機２４が
実現できる最小の変速比γではないときに、シフトダウン可能であると判定する。ステッ
プＳ１６において、制御部７２はシフトダウンが可能ではないと判定すると、本処理を終
了する。
【００４２】
　制御部７２は、ステップＳ１４においてクランク回転数Ｎが第２の値ＮＹより大きいと
き、すなわち、クランク回転数Ｎが第１の値ＮＸから第２の値ＮＹまでの範囲内にあると
き、シフトアップ制御およびシフトダウン制御を行わずに本処理を終了する。
【００４３】
　制御部７２は、第１の変速操作部２８Ａが操作されたとき、変速比γが大きくなるよう
に電動変速機２４を制御する。制御部７２は、第２の変速操作部２８Ｂが操作されたとき
、変速比γが大きくなるように電動変速機２４を制御する。
【００４４】
　制御部７２は、変速操作部２８が操作されたとき、閾値を変更する。より具体的には、
制御部７２は、第１の変速操作部２８Ａが操作されたとき、第１の値ＮＸおよび第２の値
ＮＹを小さくし、第２の変速操作部２８Ｂが操作されたとき、第１の値ＮＸおよび第２の
値ＮＹを大きくする。制御部７２は、第１の変速操作部２８Ａが操作されたとき、第１の
値ＮＸの変化量Ｄおよび第２の値ＮＹの変化量Ｄが等しくなるように第１の値ＮＸおよび
第２の値ＮＹを変更する。制御部７２は、第２の変速操作部２８Ｂが操作されたとき、第
１の値ＮＸの変化量Ｄおよび第２の値ＮＹの変化量Ｄが等しくなるように第１の値ＮＸお
よび第２の値ＮＹを変更する。
【００４５】
　制御部７２の具体的な閾値の変更方向について説明する。記憶部７４には、基準となる
クランク回転数ＮＡが記憶されている。基準となるクランク回転数ＮＡは、例えば６０ｒ
ｐｍである。制御部７２は、基準となるクランク回転数ＮＡを含む所定の回転数の範囲（
ＮＡ－ＮＭ～ＮＡ＋ＮＭｒｐｍの範囲）を維持するように変速機２４を制御する。「ＮＭ
」は、例えば「１０」である。したがって、初期の状態では制御部７２は、第１の値ＮＸ
を「ＮＡ＋ＮＭ」とし、第２の値ＮＹを「ＮＡ－ＮＭ」とする。「ＮＭ」は、操作部２８
，３０または外部の機器によって設定可能に構成されてもよい。制御部７２は、基準とな
るクランク回転数ＮＡを変化量Ｄに応じて変更することによって、第１の値ＮＸと、第２
の値ＮＹとを変更する。
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【００４６】
　また、閾値の変化量Ｄは、変速操作部２８Ａ，２８Ｂの操作状態に基づいて決定される
。本実施の形態において変速操作部２８Ａ，２８Ｂの操作状態は変速操作部２８Ａ，２８
Ｂの操作回数である。このため、変速操作部２８Ａ，２８Ｂが操作されたときの閾値の変
化量Ｄは、変速操作部２８Ａ，２８Ｂの操作回数に基づいて決定される。すなわち、制御
部７２は、変速操作部２８Ａ，２８Ｂが操作されたとき、変速操作部２８Ａ，２８Ｂが操
作された回数に基づいて第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹを変更する。具体的には、制御
部７２は、連続して第１の変速操作部２８Ａが操作されたとき、第１の変速操作部２８Ａ
が入力された回数が多くなるほど、第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹの変化量Ｄの絶対値
を大きくする。制御部７２は、連続して第２の変速操作部２８Ｂが操作されたとき、第２
の変速操作部２８Ｂが入力された回数が多くなるほど、第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹ
の変化量Ｄの絶対値を大きくする。
【００４７】
　制御部７２は、第１の変速操作部２８Ａおよび第２の変速操作部２８Ｂの一方が操作さ
れてから、第１の変速操作部２８Ａおよび第２の変速操作部２８Ｂの他方が操作されるま
で、第１の変速操作部２８Ａおよび第２の変速操作部２８Ｂの一方が操作された回数をカ
ウントアップする。そして、制御部７２は、第１の変速操作部２８Ａおよび第２の変速操
作部２８Ｂの一方が入力された後に第１の変速操作部２８Ａおよび第２の変速操作部２８
Ｂの他方が操作されたとき、第１の変速操作部２８Ａおよび第２の変速操作部２８Ｂの一
方が操作された回数を初期化する。
【００４８】
　図４を参照して閾値の変更処理について説明する。
　制御部７２は、ステップＳ２１において変速操作部２８（図２参照）からシフトアップ
信号が入力されたか否かを判定する。制御部７２は、シフトアップ信号が入力されたとき
、ステップＳ２２においてシフトアップ制御を実行する。なお、制御部７２は、現在の変
速比が、電動変速機２４が実現できる最大の変速比γのとき、ステップＳ２２において現
在の変速比γを維持する。
【００４９】
　制御部７２は、ステップＳ２３においてシフトアップ信号が入力された回数をカウント
アップする。制御部７２は、ステップＳ２４においてシフトダウン信号が入力された回数
のカウントを初期化する。制御部７２は、ステップＳ２５においてシフトアップ信号が入
力された回数のカウントに基づいて第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹを小さくなるように
変更する。第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹの変化量Ｄは、例えばカウントが「１」増え
るごとに２倍になるように設定されている。第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹの変化量Ｄ
は、例えばカウントが「１」のとき「－０．５ｒｐｍ」であり、「２」のとき「－１ｒｐ
ｍ」であり、「３」のとき「－２ｒｐｍ」であり、「４」のとき「－４ｒｐｍ」である。
【００５０】
　制御部７２は、ステップＳ２１においてシフトアップ信号が入力されていないと判定し
たとき、ステップＳ２６において変速操作部２８（図２参照）からシフトダウン信号が入
力されたか否かを判定する。制御部７２は、ステップＳ２６においてシフトダウン信号が
入力されていないと判定したとき、本処理を終了する。
【００５１】
　制御部７２は、シフトダウン信号が入力されたとき、ステップＳ２７においてシフトダ
ウン制御を実行する。なお、制御部７２は、現在の変速比が、電動変速機２４が実現でき
る最小の変速比γのとき、ステップＳ２７において現在の変速比γを維持する。
【００５２】
　制御部７２は、ステップＳ２８においてシフトダウン信号が入力された回数をカウント
アップする。制御部７２は、ステップＳ２９においてシフトアップ信号が入力された回数
のカウントをクリアする。制御部７２は、ステップＳ３０においてシフトダウン信号が入
力された回数のカウントに基づいて第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹを大きくなるように
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変更する。第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹの変化量Ｄは、例えばカウントが「１」増え
るごとに２倍になるように設定されている。第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹの変化量Ｄ
は、例えばカウントが「１」のとき「＋０．５ｒｐｍ」であり、「２」のとき「＋１ｒｐ
ｍ」であり、「３」のとき「＋２ｒｐｍ」であり、「４」のとき「＋４ｒｐｍ」である。
【００５３】
　制御部７２は、第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹの変化量Ｄを累積して記憶する。すな
わち第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹを変化量Ｄ１だけ小さくなるように変更した後、変
更した第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹを変化量Ｄ２だけ大きくなるように変更した場合
、制御部７２は、「Ｄ１＋Ｄ２」を変化量Ｄとして記憶部７４に記憶する。
【００５４】
　図５を参照して変更処理の実行態様の一例について説明する。
　時刻ｔ１１は、制御部７２にシフトアップ信号が入力されてシフトアップ信号が入力さ
れた回数のカウントが「１」になった時刻を示す。このとき、制御部７２は、変速段を１
段階大きくする。また、制御部７２は、第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹを小さくなるよ
うに変更する。
【００５５】
　時刻ｔ１２は、制御部７２にシフトアップ信号が入力されてシフトアップ信号が入力さ
れた回数のカウントが「２」になった時刻を示す。このとき、制御部７２は、変速段を１
段階大きくする。また、制御部７２は、第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹを小さくなるよ
うに変更する。時刻ｔ１２における第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹの変化量ＤＢは、時
刻ｔ１１における変化量ＤＡよりも大きい。
【００５６】
　時刻ｔ１３は、制御部７２にシフトアップ信号が入力されてシフトアップ信号が入力さ
れた回数のカウントが「３」になった時刻を示す。このとき、制御部７２は、変速段を１
段階大きくする。また、制御部７２は、第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹを小さくなるよ
うに変更する。時刻ｔ１３における第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹの変化量ＤＣは、時
刻ｔ１２における変化量ＤＢよりも大きい。
【００５７】
　時刻ｔ１４は、制御部７２にシフトダウン信号が入力されてシフトダウン信号が入力さ
れた回数のカウントが「１」になった時刻を示す。このとき、制御部７２は、変速段を１
段階小さくする。また、制御部７２は、シフトアップ信号が入力された回数のカウントを
初期化して「０」にする。また、制御部７２は、第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹを大き
くなるように変更する。時刻ｔ１４における第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹの変化量Ｄ
Ｄは、時刻ｔ１１における変化量ＤＡと等しい。
【００５８】
　時刻ｔ１５は、制御部７２にシフトアップ信号が入力されてシフトアップ信号が入力さ
れた回数のカウントが「１」になった時刻を示す。このとき、制御部７２は、シフトダウ
ン信号が入力された回数のカウントを初期化して「０」にする。このとき、制御部７２は
、変速段を１段階大きくする。また、制御部７２は、第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹを
小さくなるように変更する。時刻ｔ１５における第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹの変化
量ＤＥは、時刻ｔ１１における変化量ＤＡと等しい。
【００５９】
　制御部７２は、人力駆動力に対するアシストモータ５２のトルクτの大きさが異なる複
数の制御モードを備えている。複数のモードは、第１のモード、第１のモードよりも人力
駆動力に対するトルクτが大きい第２のモード、および、第２のモードよりも人力駆動力
に対するトルクτが大きい第３のモードを含む。また、複数の制御モードには、アシスト
モータ５２によってアシストしない制御モードがさらに含まれる。制御部７２は、変速操
作部２８からのアシストアップ信号およびアシストダウン信号に基づいて制御モードを切
り替える。制御部７２は、制御モードを変更するとき、制御モードに応じて第１の値ＮＸ
および第２の値ＮＹを補正する。第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹは、人力駆動力に対す
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るトルクτが大きい制御モードほど小さくなるように補正される。
【００６０】
　図６を参照して、アシスト機構２０の制御モードの切替処理について説明する。
　制御部７２は、ステップＳ４１においてアシストアップ信号が入力されたか否かを判定
する。制御部７２は、アシストアップ信号が入力されたとき、ステップＳ４２において人
力駆動力に対するトルクτの大きい制御モードに変更し、ステップＳ４３に進む。例えば
、第１のモードが設定されているときにアシストアップ信号が入力された場合、制御モー
ドを第２のモードに変更する。なお、制御部７２は、ステップＳ４２において人力駆動力
に対するトルクτが最も大きい制御モードに設定されているときは、人力駆動力に対する
トルクτが最も大きい制御モードを維持する。制御部７２は、ステップＳ４３において、
第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹを小さくなるように補正する。
【００６１】
　制御部７２の具体的な閾値の補正方向について説明する。制御部７２は、制御モードに
応じて、基準となるクランク回転数ＮＡを変更する。記憶部７４には、各制御モードに対
応する閾値の変化量Ｅが記憶されている。たとえば第３モードを基準とした場合、第３モ
ードにおける閾値の変化量Ｅは、「０」であり、第２モードにおける閾値の変化量Ｅは、
「－Ｅ２」であり、第１モードにおける閾値の変化量Ｅは、「－Ｅ１」であり、アシスト
モータ５２によってアシストしない制御モードの閾値の変化量Ｅは「－Ｅ０」である。Ｅ
０，Ｅ１，Ｅ２は、正の値で、Ｅ０＞Ｅ１＞Ｅ２の関係に選ばれる。Ｅ０，Ｅ１，Ｅ２は
、操作部２８，３０または外部の機器によって設定可能に構成されてもよい。Ｅ２は例え
ば「２」、Ｅ１は例えば「４」、Ｅ０は例えば「６」に選ばれる。したがって、第１モー
ドにおいて基準となるクランク回転数ＮＡは「ＮＡ－Ｅ１」となり、第２モードにおいて
基準となるクランク回転数ＮＡは「ＮＡ－Ｅ２」となり、第３モードにおいて基準となる
クランク回転数ＮＡは「ＮＡ」となり、アシストしないモードの基準となるクランク回転
数ＮＡは「ＮＡ－Ｅ０」となる。
【００６２】
　制御部７２は、第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹに「１」未満の値を乗算、または、第
１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹから所定値を減算することにより、第１の値ＮＸおよび第
２の値ＮＹを小さくなるように補正してもよい。
【００６３】
　制御部７２は、ステップＳ４１においてアシストアップ信号が入力されていないとき、
ステップＳ４４に進み、制御部７２は、アシストダウン信号が入力されたか否かを判定す
る。制御部７２は、アシストダウン信号が入力されたとき、ステップＳ４５において人力
駆動力に対するトルクτの小さい制御モードに変更し、ステップＳ４６に進む。例えば、
第３のモードが設定されているときにアシストダウン信号が入力された場合、制御モード
を第２のモードに変更する。なお、制御部７２は、ステップＳ４５において人力駆動力に
対するトルクτが最も小さい制御モードに設定されているときは、人力駆動力に対するト
ルクτが最も小さい制御モードを維持してもよく、アシストモータ５２によってアシスト
しない制御モードに変更してもよい。アシストモータ５２によってアシストしない制御モ
ードが設定されているときには、アシストモータ５２によってアシストしない制御モード
を維持する。制御部７２は、ステップＳ４６において、第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹ
を大きくなるように補正する。具体的には、制御部７２は、基準となるクランク回転数Ｎ
Ａを「ＮＡ－Ｅ２」に補正して、第１の値ＮＸを「ＮＡ－Ｅ２＋ＮＭ」とし、第２の値Ｎ
Ｙを「ＮＡ－Ｅ２－ＮＭ」とすることにより、第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹを大きく
なるように補正する。
【００６４】
　制御部７２は、ステップＳ４４においてアシストダウン信号が入力されていないとき、
すなわち、アシストアップ信号およびアシストダウン信号のいずれも入力されていないと
き、本処理を終了する。
【００６５】
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　制御部７２は以下の作用および効果を奏する。
　（１）制御システム７０は、変速操作部２８が操作されたとき、第１の値ＮＸおよび第
２の値ＮＹを変更する。このため、運転者に適した閾値を用いて電動変速機２４を制御で
きる。
【００６６】
　（２）変速操作部２８Ａ，２８Ｂに手が当たる等して運転者が意図しないときにシフト
アップ信号またはシフトダウン信号が出力されることがある。変速操作部２８が操作され
たときの第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹの変化量Ｄは、変速操作部２８の操作回数に基
づいて決定される。変速操作部２８が操作されたときの第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹ
の変化量Ｄは、変速操作部２８の操作回数が少ないときほど小さい。このため、運転者が
意図しないときにシフトアップ信号またはシフトダウン信号が出力されたとき、閾値が大
きく変化することを抑制できる。このため、閾値が運転者の望まない値になることを抑制
できる。
【００６７】
　（３）制御部７２は、連続して第１の変速操作部２８Ａが操作されたとき、第１の変速
操作部２８Ａが操作された回数が多くなるほど、閾値の変化量Ｄの絶対値を大きくする。
制御部７２は、連続して第２の変速操作部２８Ｂが操作されたとき、第２の変速操作部２
８Ｂが操作された回数が多くなるほど、閾値の変化量Ｄの絶対値を大きくする。運転者が
閾値を大きくしたいとき、連続して同一の変速操作部２８Ａ，２８Ｂを操作することによ
り、閾値の変化量Ｄが大きくなるため、素早く閾値を大きくなるように変更することがで
きる。このため、ユーザビリティの向上に貢献できる。
【００６８】
　（４）運転者が維持したいクランク回転数Ｎの範囲をクランク回転数Ｎが小さくなる方
向にシフトしたいとき、第１の変速操作部２８Ａを操作することにより、第１の値ＮＸお
よび第２の値ＮＹを小さくすることができる。このため、第１の変速操作部２８Ａが操作
される前よりもクランク回転数Ｎが小さい値に維持されるようになる。
【００６９】
　（５）運転者が維持したいクランク回転数Ｎの範囲をクランク回転数Ｎが大きくなる方
向にシフトしたいとき、第２の変速操作部２８Ｂを操作することにより、第１の値ＮＸお
よび第２の値ＮＹが大きくできる。このため、第２の変速操作部２８Ｂが操作される前よ
りもクランク回転数Ｎが大きい値に維持されるようになる。
【００７０】
　（６）制御部７２は、電動変速機２４を動作させて変速比γを変更してから所定の期間
ＴＸが経過するまで、電動変速機２４を動作させない。このため、短期間にシフトアップ
およびシフトダウンが繰り返されることを抑制できる。
【００７１】
　（７）制御モードに応じて適切なクランク回転数Ｎは異なる。例えば、運転者が第３の
モードのときに適切と感じていたクランク回転数Ｎが維持された状態で制御モードを第２
のモードまたは第１のモードに変更したとき、ペダル３８を重く感じる等の違和感を覚え
ることがある。制御部７２は、第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹを、制御モードごとに設
定しているため、制御モードを変更したときに運転者が違和感を覚えにくくすることがで
きる。
【００７２】
　（８）制御部７２は、第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹを、人力駆動力に対するアシス
トモータ５２のトルクτが大きい制御モードほど小さくなるように補正する。このため、
制御モードをトルクτの小さいモードに変更したときに、モード変更前では変速しないク
ランク回転数Ｎの範囲であっても、モード変更後は変速するようにすることができ、運転
者がペダル３８を重く感じることを抑制できる。
【００７３】
　（第２実施形態）



(14) JP 2017-13624 A 2017.1.19

10

20

30

40

50

　図６～図８を参照して、自転車の制御装置の第２実施形態について説明する。なお、第
１実施形態と共通する部分は同一の符号を付し、説明を省略する。
【００７４】
　図７に示されるように、第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹは、変速段ごとに設定されて
いる。第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹは、変速段が大きくなるほど、すなわち、変速比
γが大きくなるほど大きくなるように設定されている。
【００７５】
　記憶部７４には、各変速段に対応する閾値の変化量Ｆが記憶されている。隣り合う変速
段における閾値の変化量Ｆの差を差Ｇとする。差Ｇは、操作部２８，３０または外部の機
器によって設定可能に構成されてもよい。差Ｇは、例えば５に選ばれる。この場合、例え
ば１段から８段の変速段を有する変速機２４において、最大の変速比γとなる８段の閾値
の変化量Ｆを基準としたとき、８段の閾値の変化量Ｆは「０」、７段の閾値の変化量Ｆは
「－５」、６段の閾値の変化量Ｆは「－１０」、５段の閾値の変化量Ｆは「－１５」、４
段の閾値の変化量Ｆは「－２０」、３段の閾値の変化量Ｆは「－２５」、２段の閾値の変
化量Ｆは「－３０」、１段の閾値の変化量Ｆは「－３５」になる。したがって、例えば８
段のときの基準となるクランク回転数ＮＡは、「ＮＡ」となり、１段のときの基準となる
クランク回転数ＮＡは、「ＮＡ－３５」になる。この場合制御部７２は、１段に対応する
基準となるクランク回転数ＮＡを「ＮＡ－３５」に補正して、第１の値ＮＸを「ＮＡ－３
５＋ＮＭ」とし、第２の値ＮＹを「ＮＡ－３５－ＮＭ」とする。変速段に対応して予め設
定される第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹは、基準となるクランク回転数ＮＡと、各変速
段に対応する閾値の変化量Ｆと、所定の回転数の範囲（±ＮＭ）とによって決まる値であ
る。
【００７６】
　図８を参照して変更処理の実行態様の一例について説明する。図８（ｄ）および図８（
ｅ）において、二点鎖線は、変速段に対応して予め設定される第１の値ＮＸおよび第２の
値ＮＹを示し、実線は、シフトアップ信号が入力された回数に応じて補正された後の第１
の値ＮＸおよび第２の値ＮＹを示す。図８では、制御モードは変化させず、例えば第３モ
ードに固定されたままの変速処理の実行態様を示す。
【００７７】
　時刻ｔ２１は、制御部７２にシフトアップ信号が入力されてシフトアップ信号が入力さ
れた回数のカウントが「１」になった時刻を示す。このとき、制御部７２は、変速段を１
段階大きくする。また、制御部７２は、変速段に対応する閾値の変化量Ｆと、予め定める
クランク回転数ＮＡと、所定の回転数の範囲（±ＮＭ）と、シフト回数に基づく変化量Ｄ
とに基づいて、第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹを変更する。シフト回数に基づく変化量
Ｄは、シフトアップ信号が入力された回数に対応する閾値の変化量と、シフトダウン信号
が入力された回数に対応する閾値の変化量とを累積した値である。図８の時刻ｔ２１より
以前の時刻では、シフト回数に基づく変化量Ｄが「０」であることにしている。
【００７８】
　時刻ｔ２２は、制御部７２にシフトアップ信号が入力されてシフトアップ信号が入力さ
れた回数のカウントが「２」になった時刻を示す。このとき、制御部７２は、変速段を１
段階大きくする。また、制御部７２は、変速段に対応する閾値の変化量Ｆと、予め定める
クランク回転数ＮＡと、所定の回転数の範囲（±ＮＭ）と、変化量Ｄとに基づいて、第１
の値ＮＸおよび第２の値ＮＹを変更する。時刻ｔ２１および時刻ｔ２２において連続して
シフトアップしているので、時刻ｔ２２におけるシフト回数に応じた変化量ＤＧの絶対値
は、時刻ｔ２１におけるシフト回数に応じた変化量ＤＦの絶対値よりも大きい。
【００７９】
　時刻ｔ２３は、制御部７２にシフトアップ信号が入力されてシフトアップ信号が入力さ
れた回数のカウントが「３」になった時刻を示す。このとき、制御部７２は、変速段を１
段階大きくする。また、制御部７２は、変速段に対応する閾値の変化量Ｆと、予め定める
クランク回転数ＮＡと、所定の回転数の範囲（±ＮＭ）と、変化量Ｄとに基づいて、第１
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の値ＮＸおよび第２の値ＮＹを変更する。時刻ｔ２１、時刻ｔ２２、および、時刻ｔ２３
において連続してシフトアップしているので、時刻ｔ２３におけるシフト回数に基づく変
化量ＤＨの絶対値は、時刻ｔ２２におけるシフト回数に基づく変化量ＤＧの絶対値よりも
大きい。
【００８０】
　時刻ｔ２４は、制御部７２にシフトダウン信号が入力されてシフトダウン信号が入力さ
れた回数のカウントが「１」になった時刻を示す。このとき、制御部７２は、変速段を１
段階小さくする。また、制御部７２は、シフトアップ信号が入力された回数のカウントを
初期化して「０」にする。また、制御部７２は、変速段に対応する閾値の変化量Ｆと、予
め定めるクランク回転数ＮＡと、所定の回転数の範囲（±ＮＭ）と、シフト回数に基づく
変化量Ｄとに基づいて、第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹを変更する。時刻ｔ２４におけ
るシフト回数に応じた変化量ＤＩの絶対値は、時刻ｔ２３におけるシフト回数に応じた変
化量ＤＨよりも小さく、時刻ｔ２２におけるシフト回数に基づく変化量ＤＧの絶対値より
も大きい。
【００８１】
　時刻ｔ２５は、制御部７２にシフトアップ信号が入力されてシフトアップ信号が入力さ
れた回数のカウントが「１」になった時刻を示す。このとき、制御部７２は、シフトダウ
ン信号が入力された回数のカウントを初期化して「０」にする。また、制御部７２は、変
速段を１段階大きくする。また、制御部７２は、変速段に対応する閾値の変化量Ｆと、予
め定めるクランク回転数ＮＡと、所定の回転数の範囲（±ＮＭ）と、シフト回数に基づく
変化量Ｄとに基づいて、第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹを変更する。時刻ｔ２５におけ
るシフト回数に基づく変化量ＤＪの絶対値は、時刻ｔ２３におけるシフト回数に基づく変
化量ＤＨの絶対値と等しい。
【００８２】
　本実施形態の制御部７２は、図６に示すアシスト機構２０の制御モードの切替処理のス
テップＳ４３において、変速段に対応する閾値の変化量Ｆと、シフト回数に基づく閾値の
変化量Ｄとに基づいて、第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹを変更する。この結果、例えば
、ステップＳ４２において制御モードが第１のモードから第２のモードに変更されたとき
、図７に示すように各変速段に対応する第１の値ＮＸが第１の値ＮＸＡから第１の値ＮＸ
Ｂに補正され、各変速段に対応する第２の値ＮＹが第２の値ＮＹＡから第２の値ＮＹＢに
補正される。また、例えば、ステップＳ４２において制御モードが第２のモードから第３
のモードに変更されたとき、各変速段に対応する第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹが第１
の値ＮＸＢから第１の値ＮＸＣに補正され、各変速段に対応する第２の値ＮＹが第２の値
ＮＹＢから第２の値ＮＹＣに補正される。
【００８３】
　制御部７２は、図６に示すアシスト機構２０の制御モードの切替処理のステップＳ４５
において、変速段に対応する閾値の変化量Ｆと、シフト回数に基づく閾値の変化量Ｄとに
基づいて、第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹを変更する。この結果、例えば、ステップＳ
４４において制御モードが第３のモードから第２のモードに変更されたとき、図７に示す
ように各変速段に対応する第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹが第１の値ＮＸＣから第１の
値ＮＸＢに補正され、各変速段に対応する第２の値ＮＹが第２の値ＮＹＣから第２の値Ｎ
ＹＢに補正される。また、例えば、ステップＳ４５において制御モードが第２のモードか
ら第１のモードに変更されたとき、各変速段に対応する第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹ
が第１の値ＮＸＢから第１の値ＮＸＡに補正され、各変速段に対応する第２の値ＮＹが第
２の値ＮＹＢから第２の値ＮＹＡに補正される。
【００８４】
　（第３実施形態）
　図９および図１０を参照して、自転車の制御装置の第２実施形態について説明する。な
お、第１実施形態と共通する部分は同一の符号を付し、説明を省略する。なお、本実施の
形態においてアシストモータ５２は自転車用コンポーネントである。また、走行負荷Ｒは
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、自転車１０の走行状態を表すパラメータである。また、アシスト操作部３０は、操作部
であり、第１のアシスト操作部３０Ａは、第１の操作部であり、第２のアシスト操作部３
０Ｂは、第２の操作部である。
【００８５】
　制御部７２は、走行負荷Ｒおよび閾値に基づいて電動変速機２４を制御する。閾値は、
第１の値ＲＸおよび第１の値ＲＸよりも小さい第２の値ＲＹを含む。制御部７２は、走行
負荷Ｒと第１の値ＲＸおよび第１の値ＲＸとの比較結果に基づいてアシスト機構２０の制
御モードを変更する。走行負荷Ｒは、入力されるエネルギから出力されるエネルギを減算
することによって求められる。入力されるエネルギは、トルクセンサ２６とクランク軸４
６の回転を検出するケイデンスセンサの値から演算することができる。出力されるエネル
ギは、自転車１０および運転者の重量と、車速センサ６４の値から演算することができる
。自転車１０および運転者の重量は、予め所定の重量が設定されていてもよく、表示部（
図示略）に表示させて運転者が選択または入力することができるようにしてもよい。
【００８６】
　図９を参照して制御部７２により実行される制御モード変更処理について説明する。な
お、本処理は人力駆動力をアシストするアシスト制御が実行されている間において、所定
周期ごとに繰り返し実行される。
【００８７】
　制御部７２は、ステップＳ５１において、走行負荷Ｒが第１の値ＲＸ以上か否かを判定
する。制御部７２は、走行負荷Ｒが第１の値ＲＸ以上のとき、ステップＳ５２に移る。制
御部７２は、ステップＳ５２において、アシストアップが可能か否かを判定し、アシスト
アップが可能であると判定すると、ステップＳ５３において人力駆動力に対するトルクτ
の大きい制御モードに変更するアシストアップ制御を実行し、本処理を終了する。制御部
７２は、走行負荷Ｒが第１の値ＲＸ以上のとき、アシストモータ５２のトルクτが大きく
なるようにアシストモータ５２を制御する。ステップＳ５２において、制御部７２はアシ
ストアップが可能ではないと判定すると、本処理を終了する。例えば、人力駆動力に対す
るトルクτが最も大きい制御モード以外が設定されているとき、制御部７２はアシストア
ップが可能であると判定する。
【００８８】
　制御部７２は、走行負荷Ｒが第１の値ＲＸ未満のとき、ステップＳ５４において走行負
荷Ｒが第２の値ＲＹ以下か否かを判定する。制御部７２は、走行負荷Ｒが第２の値ＲＹ以
下のとき、ステップＳ５５に移る。制御部７２は、ステップＳ５５において、アシストダ
ウンが可能か否かを判定し、アシストダウンが可能であると判定すると、ステップＳ５６
において制御モードを人力駆動力に対するトルクτの小さい制御モードに変更するアシス
トダウン制御を実行し、本処理を終了する。制御部７２は、走行負荷Ｒが第２の値ＲＹ以
下のとき、アシストモータ５２のトルクτが小さくなるようにアシストモータ５２を制御
する。例えば、アシストモータ５２によってアシストしない制御モード以外が設定されて
いるとき、制御部７２はアシストダウンが可能であると判定する。
【００８９】
　制御部７２は、ステップＳ５４において走行負荷Ｒが第２の値ＲＹより大きいとき、す
なわち、走行負荷Ｒが第１の値ＲＸから第２の値ＲＹまでの範囲内にあるとき、制御モー
ドを変更せずに本処理を終了する。
【００９０】
　制御部７２は、走行負荷Ｒが第１の値ＲＸから第２の値ＲＹまでの範囲内にあるときに
第１のアシスト操作部３０Ａが操作されたとき、トルクτが大きくなるようにアシストモ
ータ５２を制御する。制御部７２は、走行負荷Ｒが第１の値ＲＸから第２の値ＲＹまでの
範囲内にあるときに第２のアシスト操作部３０Ｂが操作されたとき、トルクτが小さくな
るようにアシストモータ５２を制御する。
【００９１】
　制御部７２は、アシスト操作部３０が操作されたとき、閾値を変更する。より具体的に
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は、制御部７２は、第１のアシスト操作部３０Ａが操作されたとき、第１の値ＲＸおよび
第２の値ＲＹを小さくし、第２のアシスト操作部３０Ｂが操作されたとき、第１の値ＲＸ
および第２の値ＲＹを大きくする。制御部７２は、第１のアシスト操作部３０Ａが操作さ
れたとき、第１の値ＲＸの変化量Ｄおよび第２の値ＲＹの変化量Ｄが等しくなるように第
１の値ＲＸおよび第２の値ＲＹを変更する。制御部７２は、第２のアシスト操作部３０Ｂ
が操作されたとき、第１の値ＲＸの変化量Ｄおよび第２の値ＲＹの変化量Ｄが等しくなる
ように第１の値ＲＸおよび第２の値ＲＹを変更する。
【００９２】
　また、閾値の変化量Ｄは、アシスト操作部３０Ａ，３０Ｂの操作状態に基づいて決定さ
れる。本実施の形態においてアシスト操作部３０Ａ，３０Ｂの操作状態はアシスト操作部
３０Ａ，３０Ｂの操作回数である。より具体的には、アシスト操作部３０Ａ，３０Ｂが操
作されたときの閾値の変化量Ｄは、アシスト操作部３０Ａ，３０Ｂの操作回数に基づいて
決定される。すなわち、制御部７２は、アシスト操作部３０Ａ，３０Ｂが操作されたとき
、アシスト操作部３０Ａ，３０Ｂが操作された回数に基づいて第１の値ＲＸおよび第２の
値ＲＹを変更する。具体的には、制御部７２は、連続して第１のアシスト操作部３０Ａが
操作されたとき、第１のアシスト操作部３０Ａが入力された回数が多くなるほど、第１の
値ＲＸおよび第２の値ＲＹの変化量Ｄの絶対値を大きくする。制御部７２は、連続して第
２のアシスト操作部３０Ｂが操作されたとき、第２のアシスト操作部３０Ｂが入力された
回数が多くなるほど、第１の値ＲＸおよび第２の値ＲＹの変化量Ｄの絶対値を大きくする
。
【００９３】
　制御部７２は、第１のアシスト操作部３０Ａおよび第２のアシスト操作部３０Ｂの一方
が操作されてから、第１のアシスト操作部３０Ａおよび第２のアシスト操作部３０Ｂの他
方が操作されるまで、第１のアシスト操作部３０Ａおよび第２のアシスト操作部３０Ｂの
一方が操作された回数をカウントアップする。そして、制御部７２は、第１のアシスト操
作部３０Ａおよび第２のアシスト操作部３０Ｂの一方が入力された後に第１のアシスト操
作部３０Ａおよび第２のアシスト操作部３０Ｂの他方が操作されたとき、第１のアシスト
操作部３０Ａおよび第２のアシスト操作部３０Ｂの一方が操作された回数を初期化する。
【００９４】
　図１０を参照して閾値の変更処理について説明する。
　制御部７２は、ステップＳ６１において第１のアシスト操作部３０Ａ（図２参照）から
アシストアップ信号が入力されたか否かを判定する。制御部７２は、アシストアップ信号
が入力されたとき、ステップＳ６２においてアシストアップ制御を実行する。なお、制御
部７２は、ステップＳ６２において人力駆動力に対するトルクτが最も大きい制御モード
に設定されているときは、人力駆動力に対するトルクτが最も大きい制御モードを維持す
る。制御部７２は、ステップＳ６３においてアシストアップ信号が入力された回数をカウ
ントアップする。制御部７２は、ステップＳ６４においてアシストダウン信号が入力され
た回数のカウントを初期化する。制御部７２は、ステップＳ６５においてアシストアップ
信号が入力された回数のカウントに基づいて第１の値ＲＸおよび第２の値ＲＹを小さくな
るように変更する。第１の値ＲＸおよび第２の値ＲＹの変化量Ｄは、例えばカウントが「
１」増えるごとに２倍になるように設定されている。
【００９５】
　制御部７２は、ステップＳ６１においてアシストアップ信号が入力されていないと判定
したとき、ステップＳ６６において第２のアシスト操作部３０Ｂ（図２参照）からアシス
トダウン信号が入力されたか否かを判定する。制御部７２は、ステップＳ６６においてア
シストダウン信号が入力されていないと判定したとき、本処理を終了する。
【００９６】
　制御部７２は、アシストダウン信号が入力されたとき、ステップＳ６７においてアシス
トダウン制御を実行する。なお、制御部７２は、ステップＳ６７において人力駆動力に対
するトルクτが最も小さい制御モードに設定されているときは、人力駆動力に対するトル
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クτが最も小さい制御モードを維持してもよく、アシストモータ５２によってアシストし
ない制御モードに変更してもよい。アシストモータ５２によってアシストしない制御モー
ドが設定されているときには、アシストモータ５２によってアシストしない制御モードを
維持する。制御部７２は、ステップＳ６８においてアシストダウン信号が入力された回数
をカウントアップする。制御部７２は、ステップＳ６９においてアシストアップ信号が入
力された回数のカウントをクリアする。制御部７２は、ステップＳ７０においてアシスト
ダウン信号が入力された回数のカウントに基づいて第１の値ＲＸおよび第２の値ＲＹを大
きくなるように変更する。第１の値ＲＸおよび第２の値ＲＹの変化量Ｄは、例えばカウン
トが「１」増えるごとに２倍になるように設定されている。制御部７２は、第１の値ＲＸ
および第２の値ＲＹの変化量Ｄを累積して記憶する。すなわち第１の値ＲＸおよび第２の
値ＲＹを変化量Ｄ３だけ小さくなるように変更した後、変更した第１の値ＲＸおよび第２
の値ＲＹを変化量Ｄ４だけ大きくなるように変更した場合、制御部７２は、Ｄ３＋Ｄ４を
、変化量Ｄとして記憶部７４に記憶する。第３実施形態の制御システム７０によれば、第
１実施形態の制御システム７０に準じた効果を奏することができる。
【００９７】
　本自転車の制御システムが取り得る具体的な形態は、上記各実施形態に例示された形態
に限定されない。本自転車の制御システムは、上記各実施形態とは異なる各種の形態を取
り得る。以下に示される上記各実施形態の変形例は、本変自転車の制御システムが取り得
る各種の形態の一例である。
【００９８】
　・第１実施形態の閾値の変更処理において、シフトアップ信号またはシフトダウン信号
が入力されたとき、シフトアップ制御およびシフトダウン制御を実行せずに、第１の値Ｎ
Ｘおよび第２の値ＮＹの変更のみを行うようにすることもできる。
【００９９】
　・第３実施形態の閾値の変更処理において、アシストアップ信号またはアシストダウン
信号が入力されたとき、アシストアップ制御およびアシストダウン制御を実行せずに、第
１の値ＲＸおよび第２の値ＲＹの変更のみを行うようにすることもできる。
【０１００】
　・第３実施形態において、自転車１０に傾斜センサを設け、走行負荷Ｒを傾斜センサの
出力に基づいて演算することもできる。自転車１０が勾配の大きな上り坂を走行している
とき、傾斜センサの出力に基づいて演算される自転車１０のピッチ角度が大きくなる。こ
のため、制御部７２は、ピッチ角度が第１の所定角度よりも大きいとき、走行負荷Ｒが第
１の値ＲＸ以上と判定し、ピッチ角度が第２の所定角度よりも小さいとき、走行負荷Ｒが
第２の値ＲＹ以下と判定する。
【０１０１】
　・各実施形態の閾値の変更処理において、操作部２８Ａ，２８Ｂ，３０Ａ，３０Ｂの操
作時間に基づいて第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹを変更することもできる。この場合、
操作時間は操作部の制御状態である。例えば、制御部７２は、図４に示すステップＳ２３
～Ｓ２５に代えて、図１１に示すステップＳ８１の処理を実行する。制御部７２は、ステ
ップＳ８１において変速操作部２８Ａの操作時間に基づいて第１の値ＮＸおよび第２の値
ＮＹを小さくなるように変更する。この場合、操作部２８は、第１の変速操作部２８Ａが
操作されている間、シフトアップ信号を継続して制御部７２に出力する。または、操作部
２８は、第１の変速操作部２８Ａが操作された時間に基づいた情報を、シフトアップ信号
とともに制御部７２に出力する。制御部７２は、例えば、操作時間が長いほど第１の値Ｎ
Ｘおよび第２の値ＮＹの変化量Ｄを大きくする。
【０１０２】
　また、制御部７２は、図４に示すステップＳ２８～Ｓ３０に代えて、図１１に示すステ
ップＳ８２の処理を実行する。制御部７２は、ステップＳ８２において変速操作部２８Ｂ
の操作時間に基づいて第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹを大きくなるように変更する。こ
の場合、操作部２８は、第２の変速操作部２８Ｂが操作されている間、シフトダウン信号
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を継続して制御部７２に出力する。または、操作部２８は、第２の変速操作部２８Ｂが操
作された時間に基づいた情報を、シフトダウン信号とともに制御部７２に出力する。制御
部７２は、例えば、操作時間が長いほど第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹの変化量Ｄを大
きくする。
【０１０３】
　・各実施形態の閾値の変更処理において、操作部２８Ａ，２８Ｂ，３０Ａ，３０Ｂの操
作量に基づいて第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹを変更することもできる。この場合、操
作量は操作部の制御状態である。操作部２８Ａ，２８Ｂ，３０Ａ，３０Ｂは、例えばレバ
ーにより構成され、レバーの操作量に応じた信号を制御部７２に出力可能である。例えば
、制御部７２は、図４に示すステップＳ２３～Ｓ２５に代えて、図１２に示すステップＳ
９１の処理を実行する。制御部７２は、ステップＳ９１において変速操作部２８Ａの操作
量に基づいて第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹを小さくなるように変更する。制御部７２
は、例えば、操作量が大きいほど第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹの変化量Ｄを大きくす
る。
【０１０４】
　また、制御部７２は、図４に示すステップＳ２８～Ｓ３０に代えて、図１２に示すステ
ップＳ９２の処理を実行する。制御部７２は、ステップＳ９２において変速操作部２８Ｂ
の操作量に基づいて第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹを大きくなるように変更する。制御
部７２は、例えば、操作量が大きいほど第１の値ＮＸおよび第２の値ＮＹの変化量Ｄを大
きくする。
【０１０５】
　・変速処理において、クランク回転数Ｎに代えて車速Ｖを用いることもできる。この場
合、自転車１０の走行状態に関するパラメータは車速Ｖである。記憶部７４には、車速Ｖ
に関する第１の値ＶＸおよび第２の値ＶＹが記憶されている。図１３に示す変速処理の変
形例を用いて車速Ｖを用いた処理を説明する。制御部７２は、ステップＳ１０１において
、車速Ｖが第１の値ＶＸ以上か否かを判定する。制御部７２は、車速Ｖが第１の値ＶＸ以
上のとき、ステップＳ１３においてシフトアップ制御を実行する。すなわち、制御部７２
は、車速Ｖが、第１の値ＶＸ以上のとき、変速比γが大きくなるように電動変速機２４を
制御する。制御部７２は、車速Ｖが第１の値ＶＸ未満のとき、ステップＳ１０２において
車速Ｖが第２の値ＶＹ以下か否かを判定する。制御部７２は、車速Ｖが第２の値ＶＹ以下
のとき、ステップＳ６６においてシフトダウン制御を実行する。すなわち、制御部７２は
、車速Ｖが、第２の値ＶＹ以下のとき、変速比γが小さくなるように電動変速機２４を制
御する。制御部７２は、ステップＳ１０２において車速Ｖが第２の値ＶＹよりも大きいと
き、すなわち、車速Ｖが第１の値ＶＸから第２の値ＶＹまでの範囲内にあるとき、シフト
アップ制御およびシフトダウン制御を行わない。
【０１０６】
　・車速検出装置６０をＧＰＳ（Global Positioning System）受信機として構成するこ
ともできる。この場合、車速Ｖは、位置情報と移動時間とに基づいて算出される。
　・車速検出装置６０を、車速Ｖを反映したクランク軸４６の回転速度に応じた信号を出
力するケイデンスセンサに変更することもできる。この場合、ケイデンスセンサの出力に
基づいてクランク回転数Ｎが演算される。ケイデンスセンサは、図１に示すクランク軸４
６またはクランクアーム４８付近に設けられる。ケイデンスセンサは、クランク軸４６ま
たはクランクアーム４８に設けられる磁石との相対位置の変化に応じた値を出力する素子
を備え、クランク軸４６またはクランクアーム４８の回転速度に応じた信号を出力する。
制御部７２は、ケイデンスセンサの出力する信号に基づいて、クランク軸４６の単位時間
あたりの回転数（クランクの回転数Ｎ）を演算する。
【０１０７】
　この場合、車速検出装置６０は、車速Ｖに基づいてクランク軸４６の回転速度を演算し
、かつケイデンスセンサの出力に基づいてクランク回転数Ｎが演算してもよい。特にコー
スティングのときには、車速Ｖが「０」よりも大きいが、ケイデンスセンサが検出したク



(20) JP 2017-13624 A 2017.1.19

10

20

30

ランク回転数Ｎが「０」になるため、車速Ｖに基づいてクランク回転数Ｎを演算すること
が好ましい。すなわち、ケイデンスセンサで検出される実際のクランク回転数Ｎが、車速
Ｖに対応するクランク回転数Ｎよりも小さいときには、制御部７２は、車速Ｖに対応する
クランク回転数Ｎを用いてもよい。
【０１０８】
　・電動変速機２４を、クランク軸４６まわりに設けられる内装型の電動変速機２４に変
更することもできる。また、電動変速機２４を、複数のリアスプロケット４２のうちの１
つのリアスプロケット４２から他にチェーン４４を掛け替える外装型の変速機に変更する
こともできる。また、電動変速機２４を、複数のフロントスプロケット５０のうちの１つ
のフロントスプロケット５０から他にチェーン４４を掛け替える外装型の変速機に変更す
ることもできる。
【０１０９】
　（付記１）
　自転車の走行状態に関するパラメータおよび閾値に基づいて電動変速機を制御する制御
部を備える自転車の制御システムであって、
　前記閾値は変速比に応じて設定され、
　前記制御部は、操作部が操作されたとき、前記変速比を変更し、かつ、前記閾値を前記
変速比に応じて設定されている閾値から変更し、
　前記操作部が操作されたときの前記設定されている前記閾値からの変化量は、前記操作
部の操作状態に基づいて決定される、自転車の制御システム。
【符号の説明】
【０１１０】
１０　　自転車
２４　　電動変速機（自転車用コンポーネント）
２８　　操作部
２８Ａ　第１の操作部
２８Ｂ　第２の操作部
５２　　アシストモータ
７０　　自転車の制御システム
７２　　制御部
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